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 フリーターと正社員との違い  

 

フリーターは、アルバイトなど「仕事はしているが無職」として扱われる人のことで、会社にとってはあくまでも臨時

の雇用と見なされ、職業名でもありません。フリーターをいくら長く続けても、職歴（職務経歴）にはなりません。 

職歴のないフリーターと職歴を積み重ねた正社員とでは、下の表に示したように待遇面での差が生じるのは当

然です。 

項 目 フリーター 正 社 員 

雇用形態 必要とされる期間・時間のみ。 

原則定年まで勤務。普通は 60 歳。ただし

70 歳までは働ける法制度あり。途中で雇

用形態や役職、待遇面で変更がある場合

もある。 

勤務形態 シフトに左右される。 
1日８時間勤務。週休２日が多い 

（交代勤務の場合もある）。 

給料 
時間給が一般的。 

（単価×働いた時間） 

定額＋定時間外に働いた金額。 

高卒初任給 東京都の平均 17.8 万(令

和 2年) 

賞与（ボーナス） 普通はなし。 年２回。業績等に応じて出る。 

諸手当 
交通費のみ（支給されない場合も

ある）。 

交通費・住居手当・家族手当・外勤手当・

精勤手当・資格手当・休養手当・ 

交代手当など会社による。 

昇給（勤めた年数に

よって自動的に基本

給が上がること） 

普通はなし。 ある場合が多い。 

福利厚生 A 普通はなし。 

財形貯蓄・企業年金・生命保険・損保の

団体加入。持ち株制度・住宅資金貸付・

各種補助金制度等。 

福利厚生 B 普通はなし。 
食堂施設・独身寮・社宅・保養所・スポーツ

施設等。 

休暇 

会社のカレンダーの定めたとおり。 

有給休暇制度はなし（休んだ分は

無給となる）。 

会社のカレンダーで定めた休み 

年次有給休暇 

子の看護休暇などの法定休暇 

特別休暇 

社会保険制度 
労災保険のみ。 

その他は個人で加入。 

健康保険・厚生年金加入（会社が半額

負担）・労災保険・雇用保険（失業保

険）。労災保険は全額、雇用保険は半額

以上会社が負担する。手続きはすべて会社

で行う。 

退職金 なし。 
普通は勤務 3 年以上から支給される。勤

務年数に応じて支払われる。 

納税手続き 毎年確定申告（手続きは個人） 
毎月の源泉徴収と年末調整。 

（手続は会社） 

※上記は、あくまでも一般的な例であり、個々については異なる場合もある。 
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 賃金形態･就業形態･社会保険  

賃金形態 

賃 金 形 態 内    容 

月 給 制 毎月の給与の額が決まっており、年次有給休暇内であれば欠勤しても全額支払われる。 

日 給 制 給与日額で計算し、働いた日数分だけ給与が支払われる。 

日 給 月 給 制 
毎月の給与の額は決まっているが、年次有給休暇以外の欠勤が生じた場合、その分を日割りで給与

から差し引くやり方。日本の会社の大部分は、この日給月給制を採用している。 

時 間 給 制 給与を時間額で計算し、働いた時間分だけ給与が支払われる。 

年 俸 制 １年間の給与をあらかじめ設定し、その額を 12等分以上に分け支払われる。 

就業形態 

いわゆる正 社 員 
法律上の定義はない。大多数の企業は、①無期労働契約、②１日の所定労働時間がフ

ルタイム、③直接雇用、以上の 3条件を満たした労働者を正社員とする。 

い

わ

ゆ

る

非

正

規

社

員 

パートタ イム労働者 

パートタイム労働者とは、１週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労

働者（いわゆる正社員）の１週間の所定労働時間と比べて短い労働者。通常は有期。

「パートタイマー」「アルバイト」「契約社員」「臨時社員」「準社員」など、呼び方は問わない。

同じ企業との間で、有期労働契約が 5 年を超えて繰り返し更新された場合、有期契約労

働者からの申し込みにより、期間の定めのない労働契約（無期労働契約）に転換される

（無期転換ルール）。が、この場合でも､正社員となるわけではない。 

派 遣 労 働 者 

派遣元の事業主（人材派遣会社）との雇用関係の下に、派遣先の事業主の指揮命令

を受けて働く労働者。労働者に賃金を支払う会社と指揮命令をする会社が異なる。無期

転換ルールの適用あり。派遣社員でも､派遣元の企業で正社員としての雇用契約を結んで

いる場合、本人が雇用契約を結んでいる企業で見ると正規社員といえる。 

請 負 社 員 

請負社員とは､請負会社に雇用されて､発注者があらかじめ請負会社に委託した仕事を貰

い､請負会社から指揮命令を受けて働く労働者。労働者に賃金を支払う会社と指揮命令

をする会社が同じ。無期転換ルールの適用あり。請負社員でも､請負元の企業で正社員と

しての雇用契約を結んでいる場合、本人が雇用契約を結んでいる企業で見ると正規社員と

いえる。 

社会保険 

健 康 保 険 
病院で支払う費用は、「３割」が自己負担で、残りの７割は「健康保険」が負担する。保険料

の支払いは、会社と個人とで半分半分を負担する。 

厚 生 年 金 保 険 
高齢になったり、万一、病気や怪我で仕事が続けられなくなったりしたとしても、安心して生活が

出来るように｢年金｣の制度がある。保険料の支払いは、会社と個人とで半分半分を負担する。 

雇 用 保 険 
会社を辞めたり辞めさせられたり、定年や会社倒産などによって失業したあと、「雇用保険」から一

定期間失業手当を受けることが出来る。保険料の約６割強を会社が負担する。 

労働者災害補償保険 

（労災保険） 

仕事中や通勤途中の怪我、仕事が原因で病気になったときなどは、「健康保険」ではなく、「労

災保険」で診療を受けることになる。診療にかかった費用は、全て保険からの支出となる。保険料

は、会社が全額を負担し、社員の負担はない。アルバイトなども全員加入する。 
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 求人票の見方  

求人票は、いわばその企業の「履歴書」とも言えるもので、大切なデータが詰まった資料です。 

 相手を知らなければ、厳しい就職戦線を勝ち抜くことはできません。求人票を見る際のポイントをまとめましたので、求人票に書

かれている情報をよく理解して、企業選びに活用しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 会社の情報 

会社（本社）の所在地

と就業場所（実際に働く

場所）は必ずしも同じで

はない。支店、営業所は

補足事項で確かめる。ど

んな業種の企業なのか、

また､従業員数・男女比、

設立年、資本金､事業内

容、代表者名などを確認

すること。会社の特徴で、

中身のない聞こえが良い

言葉が並んでいる場合に

は要注意！ 

２ 仕事の内容 

雇用形態、就業形態、

職種、仕事の内容、就業

場 所 （ 実 際 に 働 く 場

所）、求人数、転勤の可

能性については最低限確

認すること。仕事の内容

で、中身のない聞こえが良

い言葉が並んでいる場合

には要注意！ 

免
許
・
資
格
等
が
必
要
な
場
合
も
あ
る
。 

賃金等 

基本給に手当（通勤・残

業手当等）を足した金額

が賃金。ここから税金や社

会保険料などを引いたも

のが実際に受け取る手取

額になる。賃金形態（福

利厚生等 加入保 険等

欄）を確認し月給制以

外の場合は要注意！な

お、現行賃金の場合は、

その年の４月の賃金であ

る。固定残業代ありの場

合には要注意！賞与と

は､いわゆるボーナスのこ

と。変形労働時間制の場

合は内容を確認すること。

残業時間はおおよその目

安である。 

福利厚生等加入保険等 

保 険 加 入 状 況 は 要 確

認。育児休業等の取得

実績についても要確認。

なしの場合は要注意！自

宅を離れる場合は入居可

能住宅を要確認！ 

時間外 

時間外とはいわる残業のこと｡残業時間

はおおよその目安。36 協定における特

別条項がある場合には要注意！ 

 

休日等 

休日について要確認。販売等サービス関係の職種につて

は､土日祝祭日にはなかなか休めないのが現実。週休二日

制が毎週となっていれば、それは完全週休二日制のこと。 

 

 

 

求人番号 
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